
 1         ｜保険・年金フォーカス 2023-09-27｜Copyright ©2023 NLI Research Institute All rights reserved 

 

 

 

1――はじめに 

 

今回もベトナムにおいて大改正（2023 年 1 月より施行）された保険事業法（Law on Insurance 

Business）の続き(2回目)を解説したい。 

2022 年保険事業法の英語版はベトナムの国会あるいは監督官庁である財務省としては出していな

いので、本稿は翻訳ソフトを使用してベトナム語を英語に翻訳したものをベースとしている。したが

って正確に翻訳できていない可能性がある。これは前回同様である。 

本稿ではシリーズ 2回目として保険事業法第 2章保険契約(Insurance policy)の第 1節保険契約一

般規則(General policy regulations)の前半部分について述べることとする。本稿でも重要な条文の

みに触れることとし、技術的な条文などは割愛する。 

今回の解説部分は日本の保険法の取り扱う分野であり、ベトナム保険事業法と日本の保険法を比較

しながら論じていきたい。なお、以降ではベトナム保険事業法を単に保険事業法と記載し、日本の保

険法を単に保険法、日本の保険業法を単に保険業法と記載するのでご留意願いたい。また、保険事業

法の該当部分と保険法等の該当部分は保険会社と外国保険事業者の国内支店が対象となる条文だが、

保険会社と外国保険事業者の国内支店を併せて保険企業等と呼称する。 

 

2――保険契約一般(15条～21条) 

 

1｜保険契約の種類・保険の原則 

(1)保険契約の種類 保険事業法 15条は保険契約の種類を列挙している。すなわち、①生命保険契

約(life insurance policies)、②医療保険契約(health insurance policies)、③財産保険契約

(property insurance policies)、④賠償責任保険(failed insurance policy)、⑤保証責任保険

(contract of liability policy)である。うち③～⑤は損害保険に属する(15条 1項)。④と⑤につい

ては、英文訳の正確性に確信がないが、④が他人への責任を負った際の賠償責任保険で、⑤は保険の
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形態をとった債務保証契約、すなわち保証保険商品を指すものと思われる。 

 

(2)保険の原則 保険事業法16条は保険契約の締結と履行は民法(civil law)の原則と下記の原則に

従わなければならないとする。すなわちイ）最大誠実原則(absolute honesty principle)：保険契約

に加入し、履行される過程において相互への信頼をもととして、保険者と保険契約者は最も真摯な形

で情報を提供し、権利及び義務を実行しなければならない(保険事業法 16条 1項)。ロ）利益補償可能

原則(principle of interest can be covered)：保険契約者は法律で定められた保険の種類に応じて、

保険から利益を得る権利を有する(同条 2項)。ハ）補償原則（利得禁止原則）：保険金受取人が受け取

る補償額は、別途保険契約で定めていない限り、保険事故により生じた実際の損害額を超えないもの

とする(同条 3項)。ニ）権限の原則(principle of power)：被保険者は保険企業等に対して、第三者

の損害行為について質問する権利を委任する責任があり、および加害者は保険金額の範囲内で保険企

業等に支払責任を有する。ただしこの原則は生命保険、医療保険には適用されない(同条 4項)。ホ）

リスクの偶然性原則(random risk principle)：保険対象となるリスクは、予期、予見されないもので

なければならない(同条 5項)。 

 

(3)保険の原則についての解説  

イ)最大誠実原則とは、特に英米法において保険の最高信義 (utmost good faith)性と呼ばれている

ものを条文化したものと思われる1。これは保険給付が偶然の出来事によって行われるという、いわゆ

る射幸契約性を有することから、契約の締結等にあたっては契約両当事者に対して最高信義（最大誠

実）が求められるとする原則である。保険法にはこのような条文は存在しない2が、学説では保険契約

者の告知義務（保険法 4条、37条、66条）の根拠であるとして論じられることがある。 

ロ)利益補償可能原則とは被保険利益のことを指していると思われる。被保険利益は、保険法では「保

険事故が発生することによる被ることのあるべき経済的利益」3とされる。簡単に言えば、建物の所有

者は建物という経済的利益を有しており、火災によりその価値（利益）が失われるがゆえに、火災保

険に加入できるということである。日本における議論としては、特に損害保険においてこの被保険利

益があることが、その契約成立の不可欠の要素とされる。より具体的には、保険法 3条では「損害保

険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる」としており、被

保険利益のない損害保険契約は無効であることが示されている。 

ハ）補償原則とは利得禁止原則のことと考えられる。保険契約によって、不当な利得を得ることを

禁止する原則のことである。日本でも保険の目的物の価額が設定保険金額を下回っている場合でも損

害額(≦目的物の価額)しか支払われないのが原則4である。そして、そのうえで保険法 9条（超過保険）

では、設定保険金額が保険対象物の価格等を超過していることについて善意無重過失の保険契約者は

超過部分を取消す請求権を付与されており、その請求権を保険契約者が行使した場合には遡って超過

 
1 山下友信「保険法」（有斐閣、2005 年 2 月）p284 参照。 
2 このような原則が法律に入らなかった経緯については、萩本修「一問一答保険法」（商事法務、2009 年 5 月）P37 参照。 
3 前掲注 1 p247 
4 なお、火災保険では新価保険という、建物の時価（経年劣化により下落）ではなく、建築時の価格（＝新価）で契約する

ケースが日本では多い。合理性のある場合には超過保険を認めるという趣旨である。 
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部分が無効になるとの規律が入れられている。日本の場合は一律に禁止せず、建物の再築費用を保障

額とするような正当な理由がある場合は有効とすることにしている。 

ニ）権限の原則は、英訳文が非常にわかりにくい。条文の前半は保険事故の加害者に対して、被害

者に代わって質問する権利を保険企業等に与えること、および条文の後半は加害者が保険金額の範囲

で保険企業等に支払責任を負うこと、すなわち請求権代理のことを指していると思われる。日本にお

ける請求権代理に関する条文としては、保険法 25条が、保険企業等が損害保険において保険金を支払

ったときは、被保険者が取得した債権（たとえば被害を受けた財産に関する損害賠償請求権）を、保

険企業等が被保険者に支払った保険金の範囲内で行使（＝代位）するものとしている。条文の前半の

質問権は保険事業法の特徴的なものと思われる。 

ホ）リスクの偶然性原則とは、保険事故が発生済であるとか、特定の日時に事故が発生することが

確定しているものには保険を付すことができないことを指す。日本の通説では「他方当事者の偶然の

事実の発生による経済的損失を補てんする給付」が保険契約の要素とされている5。法律上では、保険

法 2条 6号によって、損害保険を「保険者が一定の偶然の事故によって生ずる損害」をてん補するも

のと定義している。 

 

保険事業法 17 条は約款に記載すべき事項が列挙され、18 条は書面で保険証券を発行しなければな

らないという規定がある。また 19条は保険担保から除外するケースに明示しなければならないという

規定であるが、いずれも論点が少ないため省略する。 

 

2｜保険企業等の権利義務 

(1)保険企業等の権利 保険企業等の権利は以下の通りである(保険事業法 20条 1項)。「―」以下は

保険法・保険業法と比較した解説である（以下、３｜も同様)。 

a)保険契約で約定した保険料を収受すること： 

―保険法 2条 1項は保険契約そのものの定義を「保険料を支払うことを約する契約」と規定して

いることから、保険企業等の権利として保険事業法は保険法と同一趣旨が定められていると考え

られる。 

b)保険契約の締結と履行に必要なすべての情報を、十分かつ誠実に保険契約者に聴取すること： 

―保険企業等の情報収集については保険法 4条、37条、66条に「告知義務」として規定されてい

る。保険法における「告知義務」はイ)「危険に関する重要な事項」であって、ロ）「保険者にな

る者が告知を求めたもの(＝質問応答義務)」について生ずるとされている。保険事業法ではこの

イ）に相当する文言が「必要なすべての情報」となっているので「告知義務」より広いようにも

見うる。しかし、下記(2)a)にある通り、保険企業等はリスク等について書面で回答を求めること

が義務とされている(＝ロ)に相当する部分）。これは保険法同様の「質問応答義務」であり、保険

企業等が質問した事項に限って回答義務が生ずることから、保険企業等の質問の設定の仕方にも

よるが保険法と保険事業法の相違はさほど大きくないものと想定される。 

 
5 前掲注 1 ｐ６参照。 
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c)告知義務違反による契約解除、保険料未払い等による契約履行の一方的解約をすること： 

―日本では告知義務による契約解除は保険法 28条、55条、84条に規定されている。保険料未払

いによる解除は民法 541条に基づく。ただし、特に生命保険契約に関して、日本では失効制度とい

う制度を取る生保会社が多い。保険の効力を失わせるが、後日、一定の条件をもとに保険契約をも

とに戻せる（復活という）というものである。このような制度がベトナムに存在するかどうかは不

明である。 

d)保険契約で保険責任から除外された事故について保険金支払いを拒絶すること： 

―保険法では特段の規律はないが、これは保険契約締結にあたって不担保としたものに事故が発生

しても保険金が支払われないことが当然であるためと考えられる。 

e)保険契約者に法律で要請される損害を防止又は限定する方策を取るべきことを要求すること： 

―保険法 13条では保険契約者等の損害の防止義務が規定されている。ただし、この条文は損害防

止義務を「保険事故が発生したことを知ったとき」に限定しており、保険事故発生以降の義務と

なっている。保険事業法は損害防止義務を制限なしに課しているため、条文のみの比較では保険

事業法の方がカバー範囲は広いと考えられる。 

f)保険契約履行による財産損害、経済的利益や義務または法による義務により被保険者に補償を行

ったときに第三者に対して補てんを要求すること： 

―保険法 25条の請求権代位と同じものと考えられる。損害保険会社が被保険者に支払った保険金

の範囲内で加害者に補てんを要求できるとするものである。あわせて上述１｜のニ）を参照。 

g)法律で定められた他の権利 

 

(2)保険企業等の義務 保険企業等の義務は以下の通りである（保険事業法 20条 2項）。 

a)保険契約者に書面による保険金請求書を提供し、また保険のリスク、目的、規則、条件について

の質問書(questionnaire)を提供すること： 

―英訳文の意味が非常にあいまいであるが、筆者としては、おそらく保険企業等が保険契約者に

対して、契約上のルール、契約条件に照らして、保険のリスク、保険の目的物について書面で問

い合わせることを目的としたものと理解しておきたい6。上記(1)b)に対応するものと考える。日

本で該当するのは告知義務であるが、保険法では告知のやり取りは書面でなければならないとい

う法的制限はない（電磁的方法でもよい）。ただし、保険企業等が質問し、保険契約者が回答する

ということは、ネット保険事業者等を除けば通常は書面によって行われると思われる。 

b)保険契約者に対して明確かつ十分に、保険金、保険の免責、保険契約加入による保険契約者の権

利と義務に関して説明すること： 

―保険法には定めがないが、保険業法 294条に保険企業等から保険契約者等への情報提供義務が

定められており、これと同趣旨の規定と考えられる。 

c)保険事業法 18条に定める保険証券を保険契約加入の証拠として保険契約者に提供すること： 

―保険法 8条、40条、69条は保険企業等が保険証券を保険契約者に提供すべきことを定めており

 
6 別の翻訳ソフトでベトナム語⇒日本語に訳した内容も踏まえて約している。 
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7、これらと同趣旨の規定と考えられる。 

d)保険証券と該当法令にしたがって保険契約者に保険料請求書を発行すること： 

―保険料の請求書交付を義務することは保険法では定められていない。保険事業法に特徴的な条

文である。 

e)保険事故発生時に補償し、あるいは保険金を支払うこと： 

―保険法 2条 1号は保険契約の定義として「財産上の給付を行うことを約」するものであるとし

ていることから同様の義務を規定していると考えられる。 

f)補償または保険金の支払いを拒絶した際に書面で説明すること： 

―この点については保険法に規定がない。ただ、実務では、保険事故に相当する事案があって、

保険金支払いを拒絶する場合は、後日の証拠という意味も含めて書面あるいは電磁的にその理由

を示すだろうから、結果的に違いはないと言えそうである。 

g)（英訳文意不明） 

h)法律に則り保険契約の記録を保管すること： 

―この点について、保険法に同様の規定はない。ただし、保険法では保険契約の請求権の時効が

3 年間(95 条 1 項)であり、また請求書などの税務上の保管期限が 7 年（法人税法施行規則第 67

条の 2）なので、日本では少なくともこれらの期間は保管されているものと思われる。 

i)政府からの要請または保険契約者・被保険者の同意がある場合を除き、保険契約者と被保険者か

ら提供された情報の秘匿： 

―日本における情報の秘匿は個人情報保護法 27条（第三者提供の制限）、および保険業法施行規

則 53条の 8（個人顧客情報の安全管理措置等）に定められている。なお、保険事業法で政府から

の要請で情報を提供できるとされている点に関連して、ベトナムにおいてどのような政府要請が

なされるのかが不明である点に留意が必要である8。 

j)(英文訳に記載がない） 

k)法律で定められた他の義務 

 

3｜保険契約者の権利義務 

(1)保険事業法により保険契約者は以下の権利を有する(21条 1項)。 

a)加入する保険企業等を選択すること： 

―この点に該当する条文は保険法にはないが、日本民法の原則である契約自由の原則のひとつで

あり、保険法にも当然のこととして規定はないものと考えられる。 

b)保険企業等に対して、保険契約のリスク、保険対象物件、規則、条件に関する質問書を提供する

よう要請すること： 

―上記２｜(2)a)に対応するもの。義務的な行為であるのに、権利として規定されているのが特徴

 
7 ただし、保険法の規定は任意規定である（＝発行しなくてもよい）。 
8 日本では「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に限定されてい

る（個人情報保護法 27 条 1 項 4 号）。 
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的である。 

c)契約移転 (policy of merger)9の証拠となる保険証券発行を保険企業等に要求すること： 

―英訳文からは保険契約者または保険金受取人の変更かと思われるが、そうだとすると日本では

伝統的に保険証券の裏書によって対応している10。保険法に該当規定はない。 

d)保険契約・法により定められた保険料の請求書を保険企業等に要求すること： 

―上述(2｜（2）d))に対応する規定である。上述の通り、保険料の請求書を発行することに関す

る保険法の規定はない。 

e)保険企業等の説明義務違反、および契約自動更新取扱いの拒絶の権利を有するときの契約者から

の取消し、または保険事業法 26条に基づいて保険企業等が保険契約の履行を一方的に解除できる

ときに保険契約を解約すること： 

―日本と比較して特徴的なのは説明不十分による契約者からの取消を認めている点である。日本

では民法の問題として判断されるが、保険企業等からの説明が不十分な場合は、一般的には損害

賠償義務を保険企業側に課すことが通例であり（たとえば変額年金の相場下落による損害等）、取

消が認められるケースは少ない。説明不十分による取消を原則としているところに保険事業法の

特徴がある。 

f)保険事故発生時に保険企業等に対して保険金支払いを要求すること： 

―上述２｜(2)e)に対応する規定である。 

g)保険契約および法に従って、保険契約を履行すること： 

―保険契約者が権利として保険契約を履行するという規定は保険法にはない。英文訳が正確かは

不明であるが、保険事業法に特徴的な規定である。 

 

(2)保険事業法により保険契約者は以下の義務を負う（同条 2項）。 

a)保険企業等により保険契約に関連して要求されたすべての情報について完全かつ誠実に提供する

こと： 

―これは２｜(1)b)に対応する義務である。 

b)保険加入にあたって保険契約者に関する条件、権利と義務を読み、理解すること： 

―保険事業法に特徴的な規定である。保険業法では保険企業等の情報提供義務としてのみ規定さ

れており(294 条)、保険契約者が理解をしなければならないという顧客側の義務としては定めら

れていない。ベトナムでは説明不十分で契約取消を行うことができるとされており（上述 21条 1

項 e）参照）、顧客側も理解の努力を行うべきという考え方であろうか。 

c)保険契約に基づいて定められた保険料を定められて時期までに支払うこと： 

―上記２｜(1)a)に対応するもの。 

d）保険企業等に対して、リスクの増減、及び契約履行にあたって保険企業等に追加の責任が生ずる

ことを通知すること： 

―保険法 29 条はリスクの増加に対応した保険料を増額することで契約を継続できるときであっ

 
9 Policy of merger の英訳文が正確ではない可能性がある。 
10 保険証券を廃止した会社においても何らかの通知が行われているものと考えられる。 
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ても、次の場合に保険企業等は保険契約を解除できるとしている。①危険の増加を通知すべきこ

とが定められていること、②保険契約者が故意または重大な過失により、①の通知をしなかった

ときである。したがって、保険企業等の約款に規定があることを前提として、危険増加の際に通

知を要するという意味においては同趣旨の内容が規定されていると考えてよいと思われる。 

e)保険企業等に保険事故発生を通知すること、また保険企業等の損害査定に協力すること： 

―保険事故発生時における保険契約者の説明義務については、保険法制定時に法制審議会で議論

されている。ただ、保険事故はさまざまであることから、法律上の義務として説明義務として規

定することが困難であることなどを理由として立法は見送られている 。なお、保険法では保険契

約者が必要な協力を行わない場合には、保険企業等の保険金支払いについて遅滞の責任を負わな

いこととされていて、損害調査の協力義務は規定されている(21条 3項、52条 3項、81条 3項)。 

f)法律に従い損害を防止又は軽減する措置を取ること 

 ―上記 2｜(1) e）を参照。 

g)その他法律で定められた義務 

 

3――保険契約の効力（22条～23条） 

 

1｜情報提供義務・告知義務違反の効果 

(1)情報提供義務・告知義務 保険企業等は保険契約締結にあたって、保険契約者に対し、保険契約

について十分で、正確な情報を提供し、保険の条件を説明する必要があり（情報提供義務）、他方で、

保険契約者は保険企業等に対して、被保険者・被保険対象物に関連する完全で信頼のおける情報を提

供する責任がある（告知義務）（保険事業法 22条 1項）。 

保険契約者が保険加入時に不十分又は虚偽の情報を故意に提供した場合（告知義務違反）には、保

険企業等は保険契約を解約する権利を有する。保険企業等は保険契約で定めた合理的な控除額を除い

た払込保険料を返還する。仮に告知義務違反で保険企業等に損害を発生させた場合には保険契約者は

その損害を補てんしなければならない（同条 2項）。 

 

(2)情報提供義務違反の効果 保険企業等が情報を提供しない、あるいは誤った情報を提供した場合

（情報提供義務違反）には保険契約者は保険契約を取消する権限と払込保険料の返還請求権を有する。

情報提供義務に違反した保険企業等は保険契約者に損害が発生した場合には補てん義務を負う（同条

3項）。 

 

(3)コメント 保険事業法 20 条（保険企業等の権利義務）、21 条（保険契約者の権利義務）で保険企

業と保険契約者の権利義務を規定していながら、改めて情報提供義務と告知義務を規定しているのは、

これら義務違反の効果＝解除権または取消権が生ずることを明示的に定めるためであると考えられる。

保険業法と比較すると、告知義務違反による解除は同様であるが、保険企業等からの情報提供義務違

反で保険契約者に取消権が与えられることに特徴が認められるのは上述の通りである。 
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2｜保険の対象となる危険の変動 

(1)危険の減少 保険料の算定要素の変動が保険の対象となっている危険の減少につながるもので

ある場合、保険契約者は保険企業等に対して以下のことを要求する権利がある。a）残余期間の保険料

の減額、b）残余期間の保険金総計額の増加、c）保険期間の延長、d）残余期間の付保範囲の拡大（保

険事業法 23条 1項）。 

保険企業等が上記要求を受け入れない場合は、保険契約者は一方的に契約を解約することができる。

ただし、この場合、直ちに保険企業等へ通知しなければならない（同条 2 項）。 

 

(2)危険の増加 保険料の算定要素の変動が保険の対象となっている危険の増加につながるもので

ある場合、保険企業等は保険契約者に対して以下のことを要求する権利がある。a)残余期間の保険料

の再算定、b)残余期間の保険金の削減、c)保険期間の短縮、d)残余期間における保険範囲の縮小（同

条 3 項）。 

保険契約者が上記要求を受け入れない場合は、保険企業等は一方的に契約を解約することができる。

ただし、この場合、直ちに保険契約者へ通知しなければならない（同条 2 項）。 

 

(3)コメント 日本の保険法では危険の「著しい」減少に限り保険料の減額請求ができるとしている

(11 条、48 条、77 条)。上述の通り、法文から判断すると保険事業法はその文言上「著しい」減少に

限らず対処を保険企業に対して要求することができる。そしてその対処は保険料減額だけではなく、

上記の 4 つの方法が認められているところに特色がある。 

また、保険法における危険の増加は上述の通りであるが、法律上は相応する保険料の増額で契約の

継続が可能な場合は、保険料の増額が可能とされているだけであり、保険事業法のように 4 つの方法

を認めているところにやはり特徴がある。 

 

4――おわりに 

 

今回対象とした保険事業法の特徴は以下のようにあらわすことができる。すなわち、 

①保険の基礎となる原則を法律に規定すること 

②保険企業等の権利義務、保険契約者の権利義務を詳細に規定すること、 

である。 

これらは保険法あるいは保険業法にはない特徴といえる。①のほうは、日本では保険法のような各

種契約法、保険業法のような事業主体の規制法などでは、いわゆるプログラム法（特定の政策を実現

するための手順や日程などを規定した法律）などとは異なり、各種制度の原理や原則は規定されない

のが一般的だと思われる。 

また、②のうちでも保険企業等・保険契約者の権利義務をまとめて規定しているところに特色が見

いだせる。保険法では、制度ごとに各主体の権利義務を規定するからである。 

次回は契約総論（その 2）、条文としては 24 条から 32 条を解説する予定である。 


